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普通会計決算見込みの概要



　

令和５年度決算収支状況 (単位：百万円）

区    分 決算額 前年度 増減額
歳入総額　　　　　　　　　　(a) 2,054,311 2,277,786 △ 223,475 

通常分 1,698,470 1,666,038 32,432 
新型コロナ対策分 355,841 611,748 △ 255,907 

歳出総額　　　　　　　　　　(b) 1,993,405 2,203,057 △ 209,652 
通常分 1,640,875 1,611,511 29,364 
新型コロナ対策分 352,530 591,546 △ 239,016 

翌年度へ繰り越すべき財源 ※  (c) 51,649 65,491 △ 13,842 
通常分 48,338 45,289 3,049 
新型コロナ対策分 3,311 20,202 △ 16,891 

実質収支 　　　　　　　　　　　　　　　(d)=(a)-(b)-(c) 9,257 9,238 19 

最近１０年間の決算規模の推移

 ○　歳出については、
　 　教育・保育給付や後期高齢者医療給付等、社会保障関係費の継続的な増加はあったも
　 のの、感染症患者入院病床や宿泊療養施設の確保等の新型コロナ対策費が大きく減少し
　 たことにより、歳出総額は前年度から２，０９７億円減少し、 １兆９，９３４億円とな
　 った。

　　令和５年度の普通会計決算は、

・　県税収入は７，3０9億円で過去最高であった前年度と同水準。
     （地方消費税清算前では７，５０１億円で過去最高）

・　実質収支は、９3億円の黒字で過去最高。（４8年連続の黒字）
　　（令和6年度に返納する新型コロナ対策分の国庫支出金を除いたもの）

　・　県債残高は、３兆７，６９３億円で前年度から３６０億円減少し、昨年度に引
　　き続き２年連続の減少。

 ○　歳入については、
　　 株式取引の増加に伴う個人県民税の増加や、企業業績が堅調に推移したことに伴う法
    人二税の増加により、地方消費税清算後の県税収入は過去最高であった前年度と同水準
    となった。
　 　一方、新型コロナウイルス感染症について、感染症法上の位置づけが５類感染症に移
　 行したことを受け、新型コロナ対策に係る国庫支出金等が大きく減少したことにより、
　 歳入総額は前年度から２，235億円減少し、２兆５４３億円となった。

１ 令和５年度普通会計決算見込みの概要

※普通会計…総務省が実施する「地方財政状況調査」において、公営事業会計以外の会計を一つの会計としてまとめたものをいう。

本県の場合、一般会計と特別会計（国民健康保険事業、県営埠頭施設整備運営事業の２会計を除く）を合算したものである。

※ 翌年度へ繰り越すべき財源…翌年度への繰越事業の支出に充てる財源のうち、収入済みのもの。

翌年度に返納する新型コロナ対策分の国庫支出金及び今後精算される普通交付税精算分を含む
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（単位：百万円、％）

増減額 増減率

令和５年度 (A) 令和４年度 (B) (A)-(B) (A)/(B)

歳入総額 （ａ） 2,054,311 2,277,786 ▲ 223,475 90.2
（新型コロナ対策分） (355,841) (611,748) (▲ 255,907) (58.2)
（１）県税 730,869 734,299 ▲ 3,430 99.5
   （地方消費税清算前） (750,055) (734,860) (15,195) (102.1)

個人県民税 148,381 142,484 5,897 104.1
法人二税 190,252 188,890 1,362 100.7
地方消費税 250,475 261,086 ▲ 10,611 95.9
その他 141,761 141,839 ▲ 78 99.9

（２）地方譲与税 101,263 100,806 457 100.5
うち特別法人事業譲与税 96,835 96,457 378 100.4

（３）地方交付税 312,122 293,949 18,173 106.2
普通交付税 307,407 289,954 17,453 106.0
特別交付税 4,715 3,995 720 118.0

（４）国庫支出金 267,139 434,893 ▲ 167,754 61.4
うち新型コロナ対策分（包括支援交付金等） 65,200 235,747 ▲ 170,547 27.7

（５）県債 180,169 192,503 ▲ 12,334 93.6
通常債 156,527 150,112 6,415 104.3
臨時財政対策債 23,642 42,391 ▲ 18,749 55.8

（６）その他 462,749 521,336 ▲ 58,587 88.8
うち新型コロナ対策分（中小企業振興資金貸付金償還金） 281,613 368,523 ▲ 86,910 76.4
     土地建物売払代 4,813 2,301 2,512 209.2
     財政調整基金等三基金からの繰入 38,052 16,600 21,452 229.2

うち出産・子育て安心基金分 10,044 0 10,044 皆増
歳出総額 （ｂ） 1,993,405 2,203,057 ▲ 209,652 90.5

（新型コロナ対策分） (352,530) (591,546) (▲ 239,016) (59.6)
（１）義務的経費 1,003,437 1,058,920 ▲ 55,483 94.8

人件費 372,285 384,020 ▲ 11,735 96.9
うち職員給 290,988 286,720 4,268 101.5
　　退職手当 15,861 30,566 ▲ 14,705 51.9

社会保障関係費 388,857 378,293 10,564 102.8
新型コロナ対策分（PCR検査等体制整備費等） 4,371 10,845 ▲ 6,474 40.3
教育・保育給付費 32,813 29,897 2,916 109.8
後期高齢者医療給付費負担金 82,030 79,297 2,733 103.4
障がい者自立支援給付費 33,276 30,697 2,579 108.4
その他 236,367 227,557 8,810 103.9

公債費 242,295 296,607 ▲ 54,312 81.7
（２）投資的経費 251,853 260,963 ▲ 9,110 96.5

補助公共事業費 143,175 160,063 ▲ 16,888 89.4
単独公共事業費 67,983 69,725 ▲ 1,742 97.5
直轄事業負担金 18,483 20,140 ▲ 1,657 91.8
災害復旧事業費 22,212 11,035 11,177 201.3

（３）その他 738,115 883,174 ▲ 145,059 83.6
新型コロナ対策分 345,223 512,923 ▲ 167,700 67.3

うち感染症患者入院病床・宿泊療養施設確保費 13,156 97,822 ▲ 84,666 13.4
　　中小企業振興資金融資費 289,921 321,132 ▲ 31,211 90.3
　　福岡県感染拡大防止協力金 0 14,712 ▲ 14,712 皆減

税関連交付金 162,720 158,980 3,740 102.4
基金積立金 46,111 32,874 13,237 140.3

うち財政調整基金等三基金への積立金 15,667 25,219 ▲ 9,552 62.1
　　出産・子育て安心基金への積立金 10,044 0 10,044 皆増
　　退職手当基金への積立金 7,516 0 7,516 皆増

その他 184,061 178,397 5,664 103.2
翌年度へ繰り越すべき財源 （ｃ） 51,649 65,491 ▲ 13,842 78.9
実質収支 （ａ）-（ｂ）-（ｃ） 9,257 9,238 19 100.2

令和５年度普通会計決算見込み対前年度比較表

区　　　　分
決　　　　算　　　　額

２ 歳入歳出決算の状況２ 歳入歳出決算の状況



　主な増減理由

　（１）県税

　（２）地方譲与税

　（３）地方交付税

　（４）国庫支出金

　（５）県債

　（６）その他

　（１）義務的経費

　　 ○人件費

　　 ○社会保障関係費

　　 ○公債費

　（２）投資的経費

　（３）その他
　　　　７，３８１億円で、対前年度１，４５１億円（１６．４％）の減
　　　　・新型コロナ対策に係る感染症患者入院病床確保・宿泊療養事業費、中小企業振
　　　　　興資金融資費、福岡県感染拡大防止協力金等の減
　
　

　　　　２，４２３億円で、対前年度５４３億円（１８．３％）の減
　　　　・新型コロナ対策に係る中小企業振興資金融資のために発行した貸付金債に係る
　　　　　元金償還額の減

　　　　２，５１９億円で、対前年度９１億円（３．５％）の減
　　　　・平成２９年７月九州北部豪雨災害、令和２年７月豪雨災害に係る補助公共事業
　　　　　費等の減

　　　　３，８８９億円で、対前年度１０６億円（２．８％）の増
　　　　・保育士・幼稚園教諭の処遇改善に伴う教育・保育給付費負担金の増
　　　　・高齢化の進行等による後期高齢者医療負担金の増及び支給件数の増による障が
　　　　　い者自立支援給付費の増

　　　　１兆３４億円で、対前年度５５５億円（５．２％）の減

　　　　３，７２３億円で、対前年度１１７億円（３．１％）の減
　　　　・給与改定等による職員給の増及び定年の引上げに伴い定年退職者が減少したこ
　　　　　とによる退職手当の減

　　　　７，３09億円で、対前年度３４億円（０．５％）の減
　　　　・株式取引の増加に伴う個人県民税（株式等譲渡所得割）の増
　　　　・企業業績が堅調に推移したことに伴う法人二税の増
　　　　・半導体部品等の輸入額増加に伴い、本県に払い込まれた地方消費税が増収となっ
　　　　　た一方、全国的な原油等の輸入額の減少に伴い、都道府県間の清算により減

　　　　１，０１３億円で、対前年度５億円（０．５％）の増
　　　　・企業業績が堅調に推移したことに伴う特別法人事業譲与税の増

　　　　４，６２７億円で、対前年度５８６億円（１１．２％）の減
　　　　・新型コロナの影響を受けた中小企業に対する貸付金償還金の減

　　　　２，６７１億円で、対前年度１，６７８億円（３８．６％）の減
　　　　・感染症患者入院病床や宿泊療養施設の確保等の新型コロナ対策に充てる新型コ
　　　　　ロナウイルス感染症包括支援交付金等の減

　　　　３，１２１億円で、対前年度１８２億円（６．２％）の増
　　　　・地方財政計画において、地方税の増収が見込まれた一方、臨時財政対策債への
　　　　　振替額が減少したことに伴う普通交付税の増

　　　　１，８０２億円で、対前年度１２３億円（６．４％）の減
　　　　・地方財政計画において、地方税の増収が見込まれたことに伴う臨時財政対策債
　　　　　の減

歳 入

歳 出



　

　地方交付税の振替財源である臨時財政対策債の発行額の減少等により、令和５年度末の県
債残高は前年度末と比較して３６０億円減少した。また、豪雨災害の復旧・復興対策などの
やむを得ない要因を除いた通常債残高は、前年度末と比較して3３５億円減少した。

　【参考】○やむを得ない要因…災害復旧・復興対策、国の防災・減災、国土強靱化への対応、
　　　　　　　　　　　　　　　国の補正予算対応、減収補塡債発行、コロナ感染症対策

　　　　　○令和５年度の県民一人当たりでみた場合の県債残高は７３万８千円｡
　　　　　　全国比較が可能な令和４年度では低い方から１５番目。

　財政調整基金等三基金の残高は、「出産・子育て安心基金」設置のための財源として
１００億円を取り崩した一方で、財政改革プラン2022に基づく改革措置を着実に実行し、
６８４億円を確保した。
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※ 財政調整基金等三基金残高は、財源調整に用いる財政調整基金、減債基金及び公共施設整備基金の
残高の合計を示している。
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１．健全化判断比率等（暫定値）

　

（１）健全化判断比率

○実質赤字比率 － ％（実質赤字比率がない）（R4 － %）

　
早期健全化基準　3.75％
財政再生基準　　5.00％

○連結実質赤字比率 － ％（連結実質赤字比率がない）（R4 － %）

早期健全化基準　 8.75％
財政再生基準　　15.00％

　全会計(普通会計及び公営企業会計)における実質赤字の標準財政規模の額に対する比率。

　本県の普通会計の実質収支は黒字であり、公営企業会計についても資金不足は発生して

いない。

連結実質赤字比率＝
全会計の実質赤字額
標準財政規模の額

　普通会計の実質収支は黒字であり、公営企業会計についても資金不足は

発生していない。実質公債費比率、将来負担比率についても「早期健全化

基準」を大きく下回っており、財政の健全性を維持している。

　健全化判断比率とは、地方公共団体の財政健全性を示す指標として、「地方公共団体

の財政の健全化に関する法律」により設けられた比率。

　この比率のいずれかが、早期健全化基準以上になると財政健全化計画、財政再生基準

以上になると財政再生計画の策定が義務づけられる。

　普通会計における実質赤字の標準財政規模の額に対する比率。

　本県の実質収支は黒字である。

実質赤字比率＝
普通会計の実質赤字額
標準財政規模の額

　　　[標準財政規模の額]
　　　　・標準的に収入が見込まれる一般財源の総額（県税、地方譲与税、普通交付税、臨時財政対策債、
　　　　　地方特例交付金、交通安全対策特別交付金の収入見込みの合算額）

４ 主な財政指標４ 主な財政指標



○実質公債費比率 11.3% （R4 11.2%）

早期健全化基準　25％
財政再生基準　　35％

　Ａ…地方債の元利償還金（繰上償還等除く）

　Ｂ…地方債の元利償還金に準ずるもの（公営企業の元利償還金への一般会計からの繰出金、共済組合への建設費償還金など）

　Ｃ…元利償還金の財源に充てられる特定財源

　Ｄ…元利償還金等に係る基準財政需要額算入額

　Ｅ…標準財政規模の額

○将来負担比率 248.4% （R4 250.7%）

早期健全化基準　400％

　　Ａ…将来負担額 　Ｂ…将来負担額に充当可能な財源

　　　　・普通会計地方債現在高 　　　・充当可能基金

　　　　・債務負担行為に基づく支出予定額（共同債等除く） 　　　・充当可能特定財源

　　　　・公営企業債に充てる普通会計からの繰入見込額 　　　・地方債現在高等に係る基準財政需要額

　　　　・全職員が自己都合退職したと仮定した場合の退職手当要 　　　　算入見込額

　　　　　支給額 　Ｃ…標準財政規模の額

　　　　・公社、地方独立行政法人の負債額 　Ｄ…元利償還金等に係る基準財政需要額算入額

　　　　・損失補償契約を締結している団体等に対する負担見込額

（２）資金不足比率（公営企業会計）

経営健全化基準　20％

・病院事業会計 － ％（R4 － %）　　

・流域下水道事業会計 － ％（R4 － %）　　

・電気事業会計 － ％（R4 － %）　　

・工業用水道事業会計 － ％（R4 － %）　　

・工業用地造成事業会計 － ％（R4 － %）　　

・県営埠頭施設整備運営事業特別会計 － ％（R4 － %）　　

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」において地方公営企業の財政の健全性を示す

指標として資金不足比率が設けられた。この比率が経営健全化基準以上になると、経営健全化

計画の策定が義務づけられる。

　　本県では、すべての公営企業において資金不足は発生していない。

資金不足比率＝
資金不足額
事業規模

将来負担比率＝
Ａ－Ｂ
Ｃ－Ｄ

　普通会計が負担する実質的な公債費の、標準財政規模等の額に対する比率(過去３か年平均)。

　前年度に比べ０．１ポイント高くなっているが、早期健全化基準である２５％を大幅に

下回っている。

実質公債費比率＝
(Ａ＋Ｂ)－(Ｃ＋Ｄ)

Ｅ－Ｄ

　公営企業、公社等を含めて、普通会計が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模等の額

に対する比率。

　標準財政規模の額の増加により、前年度に比べ２．３ポイント低くなっており、早期健全化

基準である４００％を大幅に下回っている。

資金不足比率がない。



２．その他の財政指標

○財政力指数 0.614 （R4  0.620）

○経常収支比率 97.3% （R4　96.2%）

なし

　普通交付税の算定に用いる基準財政収入額（地方公共団体の標準的な収入）の、基準財政需

要額（標準的行政サービスに必要な額）に対する比率の過去３か年の平均値であり、財政力指

数が高いほど財政運営の自主性が高いとされている。

　本年度は、０．６１４と前年度に比べ０．００６ポイント低くなった。

　経常的に支出される経費に充てた一般財源（人件費、社会保障関係費、公債費等）の、経常

的に収入される一般財源（県税、普通交付税、臨時財政対策債等）に対する比率であり、経常

的収支比率が低いほど財政構造に弾力性がある（社会経済や行政需要の変化に適切に対応して

いくための施策は充てる財源が確保されている）。

　本年度は９７．３％と前年度に比べ１．１ポイント高くなった。
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